
文化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議（第１回） 

次第 

 

日時：令和５年７月２８日（金）13:30～15:30 

場所:文部科学省５F６会議室（対面・WEB会議の併用） 

 

１ 開  会 

２ 議  事 

 

 （１） 座長及び副座長の選出について 

 （２） 検討会議運営規則について 

 （３） 学校における芸術教育について 

 （４） 文化芸術教育の充実・改善方策について 

 （５） その他 

 

３ そ の 他 

４ 閉  会 

 

＜配布資料＞ 

 資料１ 文化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議運営規則（案） 

 資料２ 学校における芸術教育について 

 資料３ 東良委員 提出資料 

 資料４ 佐藤委員 提出資料 

 参考資料 検討会議設置要綱 



 

文化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議運営規則（案） 

 

令和５年７月２８日 

 

文化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議設置要綱５．（２）の規定に基づき、文化芸術教育の

充実・改善に向けた検討会議（以下、「会議」という。）の議事の手続きその他会議の運営に関し、必

要な事項は、この規則の定めるところによる。 

 

（会議の招集等） 

第１条 会議は、必要に応じ、座長が招集する。 

２ 前項の場合において、座長は、合議によらないことをもって会議の運営に特段の支障を生ずる

恐れがないと認められるとき、その他正当な理由があると認めるときは、持ち回り会議とするこ

とができる。 

 

（会議の公開） 

第２条 会議は、原則公開して行う。ただし、人事に関する事項を議決する場合又は本会議が会議を

公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他

正当な理由があると認める場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

（会議の傍聴） 

第３条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文化庁参事官（芸術文化担当）付（以下、「事

務局」という。）の定める手続きにより登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録を受けた者（以下、「登録傍聴人」という。）は、座長の許可を受けて、会議を撮影し、

録画し、又は録音することができる。 

３ 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとと

もに、会議を撮影し、録画し、若しくは録音しようとするときは、事務局の指示に従わなければな

らない。 

４ 登録傍聴人は、会議の進行又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。 

５ 座長は、登録傍聴人が、第２項の規定による許可を得ず、若しくは第３項の規定による事務局

の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をし

たときは、当該登録傍聴人に退場を命ずる等適当な措置をとることができる。 

 

（会議資料の公開） 

第４条 会議に配布した資料は、原則公開することとする。ただし、本会議が会議資料を公開するこ

とにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由

テキストボックス
資料１



 

があると認める場合は、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

（議事録の公開） 

第５条 事務局は、会議の議事録を作成し、原則公開することとする。ただし、本会議が議事録を公

開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正

当な理由があると認める場合は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。 

２ 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、事務局は非公開とした部分に

ついて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。 

 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、会議の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、事務局

が会議に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、会議の決定の日（令和５年７月２８日）から施行する。 



学校における芸術教育について

令和５年７⽉２８⽇
⽂化庁参事官（芸術⽂化担当）付

資料２



■政策課

■著作権課

■国際課

長官官房

文化部

文化財部

■芸術文化課

■国語課

■宗務課

■伝統文化課

■美術学芸課

■記念物課

■参事官（建造物担当）

・部制廃⽌による機動的対応

・分野別タテ割りから機能重視へ

2018年10⽉から2018年9⽉まで

○ 文化庁では、文化に関する施策の総合的な推進を図るため、２０１８年１０月、文化庁に新たに学校芸術教育室を設置し、これまで文部科学省
本省が所管していた「学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務」を文化庁に移管。従前より取り組んできた文化振興施策に加
えて、学校教育における全ての子供たちへの芸術に関する教育の充実を図る。

○ また、「博物館による社会教育の振興に関する事務」も文部科学省本省から文化庁に移管。従前より所管していた美術館及び歴史博物館に加
えて、水族館、動物園、科学博物館等全ての類型の博物館を文化庁が一括して所管することにより、博物館の更なる振興と行政の効率化を図る。

○ 文化庁の一部は遅くとも２０２１年度中に京都に移転するが、学校芸術教育室は引き続き東京において事務を行う。

■政策課

■⽂化資源活⽤課

■⽂化財第⼀課

■⽂化財第⼆課

■宗務課

■企画調整課

■⽂化経済・国際課

■国語課

■著作権課

■参事官（芸術⽂化担当）
・学校芸術教育室の新設

地域文化創生本部 （2017年4月より京都に設置）

学校における芸術教育の充実に向けて 〜⽂化庁への移管〜

■参事官（⽂化創造担当）（2018年10月より京都に移転）

地域文化創生本部

遅くとも2021年度中に京都に移転

・所掌事務の追加
①⽂化に関する基本的な施策の企画・
⽴案・推進に関すること

②⽂化に関する関係⾏政機関の事務の調整に
関すること

・⽂部科学省本省からの業務移管
①学校における芸術に関する教育の基準の設定
に関する事務

②博物館による社会教育の振興に関する事務

⽂化庁の組織図

1
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芸術教育に関する最近の政府決定⽂書での記載

経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023（令和５年６⽉16⽇ 閣議決定）抜粋

新しい資本主義のグランドデザイン及び実⾏計画2023改訂版
（令和5年６⽉16⽇ 閣議決定）抜粋

第２章 新しい資本主義の加速
5．地域・中⼩企業の活性化
（⽂化芸術・スポーツの振興）
舞台芸術の地⽅公演等での統括団体等を通じた総合的な活動⽀援等を含め、こどもや障害者等

の⽂化芸術教育、鑑賞・体験機会の充実を図る。

Ⅸ．⽇本の魅⼒を活かしたインバウンドの促進
（４．⽂化芸術）
⼦供の⽂化芸術鑑賞・体験機会の確保のため、学校や地域の劇場・⾳楽堂等での本格的な⽂化

芸術の 鑑賞・体験を⽀援する。さらに、⽂化芸術教育の改善策について検討し、本年度中に結論を
得る。

2



芸術教育に関する最近の政府決定⽂書での記載

⽂化芸術推進基本計画（第２期）（令和５年３⽉２４⽇ 閣議決定）抜粋
第４ 第２期計画における重点取組及び政策群
1．第２期計画における重点取組
③重点取組３ ⽂化芸術を通じた次代を担う⼦供たちの育成

【計画期間中に取り組むべき重要施策】
（学校における⽂化芸術教育の充実・改善と我が国の伝統⽂化の継承）

〇 学校における⽂化芸術教育の更なる充実・改善⽅策について検討する。その際、動画や映
像資料の使⽤等⼀⼈⼀台端末を活⽤した学校教育活動の展開に合わせた効果的な推進を
図る。

（⼦供たちが、⽂化芸術・伝統芸能等の本物に触れることができる鑑賞・体験機会の確保）
〇 ⼦供たちの豊かな⼈間性を涵かん養するため、地域の博物館・美術館、劇場・⾳楽堂等の

施設や⽂化財を積極的に活⽤し、⽂化芸術団体、⽂化施設と連携しながら⽂化芸術を鑑
賞・体験するための機会確保・充実を図る。また、次代を担う⼦供たちに対して、茶道、華道、
和装、囲碁、将棋、五節句等の伝統⽂化や⽣活⽂化等を計画的・継続的に体験・修得でき
る機会を提供する。さらに、⼦供たちが劇場・⾳楽堂等において本格的な実演芸術を鑑賞・体
験する機会を提供する取組を⽀援し、実演芸術に親しめる環境づくりの推進を図る。

（⽂化部活動の円滑な地域連携・移⾏の促進）
〇 地域における⽂化芸術に親しむ機会の確保、⽣徒の多様なニーズに合った活動機会の充実
等を図るため、休⽇の部活動の段階的な地域連携や地域クラブ活動への移⾏に向け、地域の
実情に応じて、総合的に推進する。⼦供の⽂化芸術活動の機会を適切に確保するとともに、
地域の活性化にも資する取組を推進する。 3



芸術教育に関する最近の政府決定⽂書での記載

⽂化芸術推進基本計画（第２期）（令和５年３⽉２４⽇ 閣議決定）抜粋
第４ 第２期計画における重点取組及び政策群
2．第２期計画における施策群

施策群⑥ ⽂化芸術教育の改善・充実、⼦供たちによる⽂化芸術鑑賞・体験機会の確保

1．⽬標
⽂化芸術は、豊かな⼈間性を涵 かん養し、創造⼒と感性を育む等、⼈間が⼈間らしく⽣きる糧 とな

るものであり、⼦供たちの教育においても極めて重要である。また、それ⾃体が固有の 意義と価値を有
し、国や地⽅のよりどころとして重要な意味を持っている。将来にわたり⼦供たちが⽂化芸術に継続して
親しむことができる機会を確保することにより、⼦供たちの豊かな⼼や⽂化的な伝統を尊重する⼼の育
成を図る。

２．⽬標を達成するために推進する取組
〇 現⾏の芸術教育に関する実態把握を踏まえ、⽂化芸術教育の充実・改善⽅策について検討す
る。また、学校教育において伝統や⽂化に関する教育の充実を図る。

〇 ⼦供たちが学校、地域の博物館・美術館、劇場・⾳楽堂等において本格的な⽂化芸術を鑑賞・
体験する機会を提供するとともに、⼦供たちが主体的に⽂化芸術活動に参加、創造することができる
環境づくりを推進する。
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芸術教育に関する最近の政府決定⽂書での記載

教育振興基本計画（令和５年6⽉16⽇ 閣議決定）抜粋
Ⅱ．今後の教育政策に関する基本的な⽅針
（５つの基本的な⽅針）
②誰⼀⼈取り残されず、全ての⼈の可能性を引き出す共⽣社会の実現に向けた教育の推進
（共⽣社会の実現に向けた教育の⽅向性）
〇 コロナ禍によりその機会が減少した様々な体験活動（⾃然体験活動、社会体験活動、⽂化芸

術活動等）は、⾃⼰肯定感や協調性、主観的幸福感など、ウェルビーイングの向上に資するもの
であって、体験を通して他者と協働することにより共⽣社会の実現にもつながる意義を有するもので
あり、その機会の充実を図っていくことが求められる。また、児童⽣徒等の⼼⾝の健やかな育成に
向けた学校保健、⾷育、スポーツ活動、豊かな感性を育む読書活動の推進も重要である。

Ⅳ．今後５年間の教育政策の⽬標と基本施策
⽬標２ 豊かな⼼の育成

【基本施策】
○伝統や⽂化等に関する教育の推進
・我が国や郷⼟の伝統や⽂化を受け⽌め、⽇本⼈としての美徳やよさを⽣かし、それらを継承・
発展させるための教育を推進する。⼩・中学校等と博物館や劇場、⾳楽堂等、⽂化芸術団体、
地域の芸術家との連携・協⼒を図りつつ、学校における⽂化芸術教育の改善を図るとともに、体
験機会を確保する取組を推進する。
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芸術教育に関する最近の政府決定⽂書での記載

○⽂化芸術による⼦供の豊かな⼼の育成
・⽂化芸術は、豊かな⼈間性を涵養し、創造⼒と感性を育む等、⼈間が⼈間らしく⽣ きる糧とな
るものであり、⼦供たちの教育においても重要である。⽂化芸術を通じ て、⼦供たちの豊かな⼼
の育成を図るため、⼦供たちが⼀流の⽂化芸術に触れる機会や、地域において伝統⽂化等を
体験する機会の確保、⽂化部活動の地域連携や地域⽂化クラブ活動への移⾏に向けた環境
の⼀体的な整備を進める

⽬標7 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂
【基本施策】
○障害者の⽂化芸術活動の推進
・共⽣社会の実現に向けて、障害者による⽂化芸術活動の推進・普及、障害者の芸術 作品の
展⽰等の推進、⽀援⼈材の養成、関係者のネットワークづくり等により、障 害者が地域において
鑑賞、創造、発表等の多様な⽂化芸術活動に参加することがで きる環境づくりに取り組む。ま
た、⼩・中学校・特別⽀援学校等において、実演芸術の公演や障害のある芸術家の派遣に
より、⼦供たちに対し⽂化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供する。
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学習指導要領等における芸術教育関連の記述について
中央教育審議会答申における関連記述

学習指導要領における関連記述

○豊かな感性や想像⼒等を育むことは，あらゆる創造の源泉となるものであり，芸術系教科等における
学習や，美術館や⾳楽会等を活⽤した芸術鑑賞活動等を充実させていくことも求められる。

○本物の芸術に触れる鑑賞の活動等を充実させる観点からは，博物館や美術館，劇場等との連携を
積極的に図っていくことも重要である。

「幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等について」（平成28年12⽉21⽇答申）

○道徳教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊かな⼼や創造性の涵養を⽬指し
た教育の充実に努めること。（⼩中学校 総則）

○地域の図書館や博物館，美術館，劇場，⾳楽堂等の施設の活⽤を積極的に図り，資料を活⽤
した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。（⼩中学校 総則）

○児童が学校内及び公共施設などの学校外における⾳楽活動とのつながりを意識できるようにするな
ど，児童や学校，地域の実態に応じ，⽣活や社会の中の⾳や⾳楽と主体的に関わっていくことが
できるよう配慮すること。 （⼩学校 ⾳楽）

○各学年の「Ｂ鑑賞」の題材については，・・・美術館や博物館等と連携を図ったり，それらの施設
や⽂化財などを積極的に活⽤したりするようにすること。（中学校 美術）

○⽂化的⾏事
平素の学習活動の成果を発表し，⾃⼰の向上の意欲を⼀層⾼めたり，⽂化や芸術に親しんだりす
るようにすること。（中学校 特別活動） 7



芸術系教科等の学習指導要領について

・⾳楽に対する感性を働かせ，他者と協働しながら，⾳楽表現を⽣み出したり⾳楽を聴いてそのよさな
どを⾒いだしたりすることができるよう，内容の改善を図る。

・⾳や⾳楽と⾃分との関わりを築いていけるよう，⽣活や社会の中の⾳や⾳楽の働きについての意識
を深める学習の充実を図る。

・我が国や郷⼟の⾳楽に親しみ，よさを⼀層味わうことができるよう，和楽器を含む我が国や郷⼟の
⾳楽の学習の充実を図る。 「幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等について」（平成28年12⽉21⽇答申）

⾳楽科の改訂の具体的な⽅向性

（⽬標）
表現及び鑑賞の活動を通して，⾳楽的な⾒⽅・考え⽅を働かせ，⽣活や社会の中の⾳や⾳楽と豊かに関わる資質・能
⼒を次のとおり育成することを⽬指す。

(1) 曲想と⾳楽の構造などとの関わりについて理解するとともに，表したい⾳楽表現をするために必要な技能を⾝に付ける
ようにする。

(2) ⾳楽表現を⼯夫することや，⾳楽を味わって聴くことができるようにする。

(3) ⾳楽活動の楽しさを体験することを通して，⾳楽を愛好する⼼情と⾳楽に対する感性を育むとともに，⾳楽に親しむ
態度を養い，豊かな情操を培う。

学習指導要領（平成２９年告⽰）
⼩学校⾳楽
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芸術系教科等の学習指導要領について

・ 感性や想像⼒等を働かせて，表現したり鑑賞したりする資質・能⼒を相互に関連させながら育成でき
るよう，内容の改善を図る。

・ ⽣活を美しく豊かにする造形や美術の働き，美術⽂化についての理解を深める学習の充実を図る。

（⽬標）
表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，造形的な⾒⽅・考え⽅を働かせ，⽣活や社会の中の美術や美術⽂化と豊かに
関わる資質・能⼒を次のとおり育成することを⽬指す。

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について理解するとともに，表現⽅法を創意⼯夫し，創造的に表すことができる
ようにする。

(2)造形的なよさや美しさ，表現の意図と⼯夫，美術の働きなどについて考え，主題を⽣み出し豊かに発想し構想を練
ったり，美術や美術⽂化に対する⾒⽅や感じ⽅を深めたりすることができるようにする。

(3)美術の創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する⼼情を育み，感性を豊かにし，⼼豊かな⽣活を創造していく態
度を養い，豊かな情操を培う。

学習指導要領（平成２９年告⽰）
中学校美術

図画⼯作科、美術科の改訂の具体的な⽅向性

「幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等について」（平成28年12⽉21⽇答申）
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芸術系教科の⽬標について

⼩
学
校

中
学
校

【図画⼯作科】
（⽬標）
表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な⾒⽅・考え⽅を働かせ，⽣活や社
会の中の形や⾊などと豊かに関わる資質・能⼒を次のとおり育成することを⽬指
す。
(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について⾃分の感覚や⾏為を通して
理解するとともに，材料や⽤具を使い，表し⽅などを⼯夫して，創造的につく
ったり表したりすることができるようにする。
(2) 造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し⽅などについて考え，創造的
に発想や構想をしたり，作品などに対する⾃分の⾒⽅や感じ⽅を深めたりする
ことができるようにする。
(3) つくりだす喜びを味わうとともに，感性を育み，楽しく豊かな⽣活を創造し
ようとする態度を養い，豊かな情操を培う。
（標準授業時数）
第５・６学年各５０単位時間
第３・４学年各６０単位時間
第１学年６８単位時間、第２学年７０単位時間

【⾳楽科】
（⽬標）
表現及び鑑賞の活動を通して，⾳楽的な⾒⽅・考え⽅を働かせ，⽣活や
社会の中の⾳や⾳楽と豊かに関わる資質・能⼒を次のとおり育成することを
⽬指す。
(1) 曲想と⾳楽の構造などとの関わりについて理解するとともに，表したい⾳
楽表現をするために必要な技能を⾝に付けるようにする。
(2) ⾳楽表現を⼯夫することや，⾳楽を味わって聴くことができるようにする
。
(3) ⾳楽活動の楽しさを体験することを通して，⾳楽を愛好する⼼情と⾳
楽に対する感性を育むとともに，⾳楽に親しむ態度を養い，豊かな情操を
培う。

（標準授業時数）
第５・６学年各５０単位時間
第３・４学年各６０単位時間
第１学年６８単位時間、第２学年７０単位時間

【美術科】
（⽬標）
表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，造形的な⾒⽅・考え⽅を働かせ，⽣
活や社会の中の美術や美術⽂化と豊かに関わる資質・能⼒を次のとおり育成
することを⽬指す。
(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について理解するとともに，表現⽅法
を創意⼯夫し，創造的に表すことができるようにする。
(2) 造形的なよさや美しさ，表現の意図と⼯夫，美術の働きなどについて考
え，主題を⽣み出し豊かに発想し構想を練ったり，美術や美術⽂化に対する
⾒⽅や感じ⽅を深めたりすることができるようにする。
(3) 美術の創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する⼼情を育み，感性を
豊かにし，⼼豊かな⽣活を創造していく態度を養い，豊かな情操を培う。
（標準授業時数）
第１学年４５単位時間、第２・３学年各３５単位時間

【⾳楽科】
（⽬標）
表現及び鑑賞の活動を通して，⾳楽的な⾒⽅・考え⽅を働かせ，⽣活や
社会の中の⾳や⾳楽，⾳楽⽂化と豊かに関わる資質・能⼒を次のとおり育
成することを⽬指す。
(1) 曲想と⾳楽の構造や背景などとの関わり及び⾳楽の多様性について理
解するとともに，創意⼯夫を⽣かした⾳楽表現をするために必要な技能を⾝
に付けるようにする。
(2) ⾳楽表現を創意⼯夫することや，⾳楽のよさや美しさを味わって聴くこと
ができるようにする。
(3) ⾳楽活動の楽しさを体験することを通して，⾳楽を愛好する⼼情を育む
とともに，⾳楽に対する感性を豊かにし，⾳楽に親しんでいく態度を養い，
豊かな情操を培う。

（標準授業時数）
第１学年４５単位時間、第２・３学年各３５単位時間

※１単位時間
は５０分。

※１単位時間
は４５分。
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⼩・中学校の教科等の構成と標準授業時数

※1単位時間は50分、授業は年間35週

国語 社会 数学 理科 ⾳楽 美術 保健
体育

技術・
家庭 外国語 道徳※

総合的な
学習の
時間

特別
活動 合計

1年⽣ 4 3 4 3 1.3 1.3 3 2 4 1 1.4 1 29
2年⽣ 4 3 3 4 1 1 3 2 4 1 2 1 29
3年⽣ 3 4 4 4 1 1 3 1 4 1 2 1 29

中学校の各教科等の時数（１週当たり単位時間）

※1単位時間は45分、授業は年間35週【１年⽣は34週】小学校の各教科等の時数（１週当たり単位時間）

国語 社会 算数 理科 ⽣活 ⾳楽 図⼯ 家庭 体育 道徳
※

外国語
活動

総合的な学
習の時間

特別
活動 合計

1年⽣ 9 - 4 - 3 2 2 - 3 1 - - 1 25
2年⽣ 9 - 5 - 3 2 2 - 3 1 - - 1 26
3年⽣ 7 2 5 2.6 - 1.7 1.7 - 3 1 - 2 1 27
4年⽣ 7 2.6 5 3 - 1.7 1.7 - 3 1 - 2 1 28
5年⽣ 5 2.9 5 3 - 1.4 1.4 1.7 2.6 1 1 2 1 28
6年⽣ 5 3 5 3 - 1.4 1.4 1.6 2.6 1 1 2 1 28

※道徳については、⼩学校で平成３０年度、中学校で平成３１年度から「特別の教科」として位置づけられる。時数の変更はない。
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芸術教育における鑑賞に関する取組
１．学習指導要領について
○ ⼩中⾼等学校の⾳楽、図画⼯作、美術、芸術において、学習内容を「表現」と「鑑賞」で⽰しており、各学校において鑑賞の学習が⾏われている。

平成24年〜27年の学習指導要領実施状況調査
〇 学習指導要領の実施状況についての調査が、直近では、平成20、21年改訂後の平成24〜27年度に国⽴教育政策研究所で⾏われているが、
例えば、⼩学校⾳楽における我が国の⾳楽などの指導にあたっての外部の指導者との連携を⾏っている割合が約３０％程度、中学校美術におけ
る美術館・博物館の活⽤等を⾏っている割合は約１６％となっており、⾼いとはいえない状況。

平成29，30の学習指導要領改訂
〇 今回の学習指導要領では総則において、地域の博物館や美術館、劇場、⾳楽堂等の施設の活⽤を

積極的に図り、鑑賞等の学習活動を充実することが⽰されている。
〇 ⾳楽では、児童⽣徒が地域の実態に応じて、学校内及び公共施設などの学校外における⾳楽活動

のつながりを意識できるようにすることが記載され、図画⼯作、美術では、美術館や博物館等との連携
についての記載の充実が図られている。

令和4〜6年度学習指導要領実施状況調査
〇 今年度より学習指導要領実施状況調査（R４︓⼩、R5:中、R6:⾼）が⾏われ、学習指導要領の充実を受けての調査結果を踏まえ、さらなる充実に

向けた検討を⾏うところ。

２．鑑賞・体験機会の充実に向けた取組について ⽂化芸術による⼦供育成推進事業 令和５年度予算額 ５，５４５百万円の内数

○ 「芸術教科担当教員等全国研修会」（R1年度〜） 対象︓教員等、共催︓芸術系⼤学コンソーシアム、R4参加者数︓942⼈
学習指導要領に基づいた指導⽅法の⼯夫や改善に向けた研修（鑑賞に関する講座も含む）

〇 「伝統⾳楽指導者研修会」（H12年度〜） 対象︓指導主事、教員、共催︓東京藝術⼤学、R4参加者数︓81⼈
学習指導要領に基づいた伝統⾳楽の指導に関する研修を⾏い、受講者が各地域における指導を⾏うことで指導の充実を図る。

〇 ⼦供たちに質の⾼い⽂化芸術の鑑賞・体験機会を提供するため、全国の⼩中学校、特別⽀援学校等に、⼀流の芸術
団体による巡回公演や実演家の派遣を実施し、公演やワークショップを実施。

〇 令和４年度からは、美術館、博物館、⾳楽ホール、能楽堂等の⽂化施設を会場とし、アーティストやエデュケーター等が
協⼒することにより、⼦どもたちがより効果的な鑑賞・体験できる活動を実施している。
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芸術教育における鑑賞に関する取組の充実

平成２０年改訂 平成２９年改訂

【⾳楽】（中学校）
ア 次の（ア）から（ウ）までについて⾃分なりに考え、⾳楽のよさ
や美しさを味わって聴くこと。

（ア）曲や演奏に対する評価とその根拠
（イ）⽣活や社会における⾳楽の意味や役割
（ウ）⾳楽表現の共通性や固有性
イ 次の（ア）から（ウ）までについて理解すること。
（ア）曲や⾳楽の構造の関わり
（イ）⾳楽の特徴とその背景となる⽂化や歴史、他の芸術との関わり
（ウ）我が国や郷⼟の伝統⾳楽及びアジア地域の諸⺠族の⾳楽の特徴

と、その特徴から⽣まれる⾳楽の多様性
【美術】
ア 美術作品などに関する鑑賞
（ア）感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現に関する鑑賞
（イ）⽬的や機能などを考えた表現に関する鑑賞
イ 美術の働きや美術⽂化に関する鑑賞
(ア）⽣活や社会を美しく豊かにする美術の働きに関する鑑賞
(イ）美術⽂化に関する鑑賞

【⾳楽】（中学校）
ア ⾳楽を形づくっている要素や構造と曲想のかかわりを感じ
取って聴き、⾔葉で説明するなどして、⾳楽のよさや美しさ
を味わうこと

イ ⾳楽の特徴をその背景となる⽂化・歴史や他の芸術と関連
付けて、鑑賞すること。

ウ 我が国や郷⼟の伝統⾳楽及びアジア地域の諸⺠族の⾳楽の
特徴から⾳楽の多様性を感じ取り、鑑賞すること

【美術】
ア 美術作品などのよさや美しさを感じ取り味わう鑑賞
①造形的なよさや美しさなどに関する鑑賞
②⽣活を美しく豊かにする美術の働きに関する鑑賞

③美術⽂化に関する鑑賞
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⽂化芸術による⼦供育成推進事業
背景・課題

事業内容

豊かな創造⼒・想像⼒を養うとともに、思考⼒やコミュニケーション能⼒など社
会⼈としての素養を⾝につけることで、将来の芸術家や観客層を育成、優れた
⽂化芸術の創造につなげる

⽂
化
庁 学

校

⽂
化
芸
術
団
体
等

①企画
申請・
採択

③⽂化庁がマッチングした団体
による公演等実施

• 巡回公演事業 1,876公演
• ユニバーサル公演事業 200公演
• 芸術家の派遣事業 2,990公演
• ⽂化施設等活⽤事業 110公演
• コミュニケーション能⼒向上事業 200公演

• ⽂化芸術団体による公演の鑑賞
• ⽂化芸術への親しみの向上
• 豊かな創造性や感性の育成
• 表現の多様性や障害への理解を深める

令和5年度予算額 5,545百万円
（前年度予算額 5,545百万円）
令和４年度第２次補正予算額 500百万円

〈平成２９，３０年の学習指導要領改訂より〉
総則において、地域の博物館や美術館、劇場、⾳楽

堂等の施設の活⽤を 積極的に図り、鑑賞等の学習活動
を充実することが⽰されている。  

⾳楽では、児童⽣徒が地域の実態に応じて、学校内
及び公共施設などの学校外における⾳楽活動 のつながり
を意識できるようにすることが記載され、図画⼯作、美術
では、美術館や博物館等との連携 についての記載の充実
が図られている。 

未来を担う⼦供たちに優れた
⽂化芸術体験機会を提供す
ることによって、豊かな⼈間性
の涵養を図るとともに、将来の
⽂化芸術の担い⼿や観客育
成等に資する。

各家庭において、経済的な格
差や⽂化に対する意識の差等
により⽣じた⽂化芸術体験格
差の解消のため、国内の⼩学
校・中学校・特別⽀援学校等
を対象に実施する。

⽂化芸術団体による公演
等が都市部に集中しないよ
う、過疎地や⼭村地域等に
ある学校に通う⼦供たちも
等しく⽂化芸術体験を享受
できるよう努める。

障害者芸術団体による学
校公演、障害のある⼦供
たちや院内学級等の⼦供
たちも鑑賞しやすい公演の
提供を充実させることによっ
て、共⽣社会の実現へ寄
与する。

研鑽の機会が必ずしも⼗
分でない、⾳楽、美術な
どの芸術系教科等を担当
する教員等向けに研修を
⾏うことで、教員の資質・
能⼒の向上を図り、芸術
教育の充実につなげる。

将来の⽂化芸術の
担い⼿や観客育成

⼩学校・中学校・
特別⽀援学校等を対象

⽂化芸術体験 共⽣社会の実現 芸術教育の充実

1.巡回公演事業
• 国が⼀流の⽂化芸術団体を選定し、⼩学校・中学校・特別⽀援学校等において実演芸術公演を実施。
• ⼭間、へき地、離島など、鑑賞機会に恵まれない地域に存する⼩学校・中学校・特別⽀援学校等において公演を実施。

件数︓1,876公演（予定）

2.ユニバーサル公演事業
• ⼩学校、中学校、特別⽀援学校等において、障害者芸術団体による公演提供や、障害のある⼦供たちや院内学級等の⼦供

たちも鑑賞しやすい公演を体育館等で実施。表現の多様性や障害への理解を深めるための活動を⽀援。

件数︓200公演（予定）

3.芸術家の派遣事業
• ⽇本芸術院会員含む個⼈⼜は少⼈数の芸術家が学校の体育館、講堂等で公演、講話、ワークショップ等を実施。
• 各都道府県の教育委員会と地域のNPO法⼈等が連携し、学校と芸術家をコーディネートし、体育館等で公演等を実施。

件数︓2,990公演（予定）

4.⽂化施設等活⽤事業
• 地域の美術館、⾳楽ホール等の⽂化施設を会場とし、アーティストやエデュケーター等が協⼒することにより、⼦供たちがより効

果的に鑑賞・体験できる活動を実施。近隣の学校と連携した合同開催を可能とする。

件数︓110公演（予定）

5.コミュニケーション能⼒向上事業
• 芸術家による表現⼿法を⽤いた継続的なワークショップ等で、芸術家による実技披露に加え、児童・⽣徒が⼩集団で協働

して、創作や話合い等のプロセスを重視し、課題解決に取り組む活動を学校の教室等で実施。
• 地域のNPO法⼈等が学校と芸術家をコーディネートし、教室等で継続的なワークショップ等を実施。

件数︓200公演（予定）

6.芸術教育における芸術担当教員等研修事業
• ⼩・中・⾼等学校等において、芸術系⼤学等と連携し、芸術系教科等を担当する教員等向けに実演鑑賞なども含む実践

的な研修を⾏うことで、教員の資質・能⼒の向上を図り、芸術教育の充実につなげる。

ア ウ ト プ ッ ト （ 活 動 ⽬ 標 ） ア ウ ト カ ム （ 成 果 ⽬ 標 ） インパクト（国⺠・社会への影響）

芸術家の派遣事業

巡回公演事業 ユニバーサル公演事業

⽂化施設等活⽤事業

事業スキーム（巡回公演事業（※Ｒ４限り）、ユニバーサル公演事業）

事
務
局

︵

︶

事業スキーム（芸術家の派遣事業、⽂化施設等活⽤事業、コミュニケーション能⼒向上事業）

⽂
化
庁

学
校

⽂
化
芸
術
団
体
等

②申請・
採択

①企画
作成

③公演等
実施

②学校
募集・申
請・採択

事
務
局

︵

︶

「舞台芸術等総合支援事業」分
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伝統⽂化教育の位置づけ①
教育基本法（平成18年12⽉22⽇法律第120号）（抄）
前⽂
我々⽇本国⺠は、たゆまぬ努⼒によって築いてきた⺠主的で⽂化的な国家を更に発展させるとともに、世界

の平和と⼈類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個⼈の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな

⼈間性と創造性を備えた⼈間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい⽂化の創造を⽬指す教育を
推進する。
ここに、我々は、⽇本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく教育の基本を確⽴し、その振興

を図るため、この法律を制定する。

第⼀章 教育の⽬的及び理念
（教育の⽬標）
第⼆条 教育は、その⽬的を実現するため、学問の⾃由を尊重しつつ、次に掲げる⽬標を達成
するよう⾏われるものとする。
五 伝統と⽂化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷⼟を愛するとともに、他国を
尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

学校教育法（昭和22年3⽉31⽇法律第26号）（抄）
第⼆⼗⼀条 義務教育として⾏われる普通教育は、（略）次に掲げる⽬標を達成するよう⾏われるものとす
る。
三 我が国と郷⼟の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と⽂化を尊重し、それらをはぐくんできた

我が国と郷⼟を愛する態度を養うとともに、進んで外国の⽂化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社
会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 15



伝統⽂化教育の位置づけ②
⽂化芸術基本法（平成13年12⽉7⽇法律第148号） （抄）
（学校教育における⽂化芸術活動の充実）
第⼆⼗四条 国は、学校教育における⽂化芸術活動の充実を図るため、⽂化芸術に関する体験
学習等⽂化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び⽂化芸術団体による学校における⽂化芸
術活動に対する協⼒への⽀援その他の必要な施策を講ずるものとする。

2．第2期計画における施策群
施策群⑥ ⽂化芸術教育の改善・充実、⼦供たちによる⽂化芸術鑑賞・体験機会の確保
1．⽬標
⽂化芸術は、豊かな⼈間性を涵 かん養し、創造⼒と感性を育む等、⼈間が⼈間らしく⽣きる糧 となる

ものであり、⼦供たちの教育においても極めて重要である。また、それ⾃体が固有の 意義と価値を有し、国
や地⽅のよりどころとして重要な意味を持っている。将来にわたり⼦供たちが⽂化芸術に継続して親しむこ
とができる機会を確保することにより、⼦供たちの豊かな⼼や⽂化的な伝統を尊重する⼼の育成を図る。
２．⽬標を達成するために推進する取組
〇 現⾏の芸術教育に関する実態把握を踏まえ、⽂化芸術教育の充実・改善⽅策について検討する。
また、学校教育において伝統や⽂化に関する教育の充実を図る。

〇 次代を担う⼦供たちに対して、茶道、華道、和装、囲碁、将棋、五節句等の伝統⽂化や⽣活⽂化
等を計画的・継続的に体験・修得できる機会を地域偏在を解消しつつ提供する。

〇 ⼦供たちが学校、地域の博物館・美術館、劇場・⾳楽堂等において本格的な⽂化芸術を鑑賞・体
験する機会を提供するとともに、⼦供たちが主体的に⽂化芸術活動に参加、創造することができる環
境づくりを推進する。

⽂化芸術推進基本計画（第２期）（令和５年３⽉２４⽇ 閣議決定）抜粋 (再掲)
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芸術教育における伝統⽂化に関する取組

１．学習指導要領について
○ 平成１０年の学習指導要領改訂以降、中学校の⾳楽の器楽の指導に当たっては、「３学年間を通じて１種類以上の和楽器を取り扱うこと」（必修）
とし、その表現活動を通して、⽣徒が我が国や郷⼟の伝統⾳楽のよさを味わい、愛着をもつことができるよう⼯夫することとしている。

また、⼩学校の⾳楽においても、各学年で取り上げる打楽器として和楽器を例⽰するとともに、第３学年以降で取り上げる旋律楽器や鑑賞教材
としても和楽器を例⽰し、児童や学校の実態を考慮して選択できることとしている。

〇 ⼩学校図画⼯作において、我が国や諸外国の親しみのある美術作品などを鑑賞し⾒⽅や感じ⽅を深めたり、中学校美術の鑑賞の学習において、
⽇本の美術作品や受け継がれてきた表現の特質などから、伝統や⽂化のよさや美しさを感じ取り愛情を深めることとしている。

○ 授業で使⽤する和楽器（箏、三味線、尺⼋等）などの教材の整備等にあたっては、⽂部科学省が策定した「義務教育諸学校における教材整備
計画」（令和2年度〜11年度）に基づく地⽅財政措置(総額約8,000億円(単年度約800億円))を講じ、和楽器などの教材が安定的かつ計画的
に整備されるよう⽀援している。

○ 伝統⽂化に関する学習の充実に向けて、平成１２年度より⾳楽の指導主事等を対象に東京藝術⼤学の協⼒を得て「伝統⾳楽指導者研修会」
（実技や授業実践研修等）を⾏うとともに、平成１８年度より国⽴美術館との共催による「美術館を活⽤した
鑑賞教育の充実のための指導者研修」を⾏っている。
また、令和元年度からは⼩・中・⾼等学校の教員等を対象に「芸術教科担当教員等全国研修会」を

⾏い、指導⽅法の⼯夫や改善を図っており、伝統⾳楽に関する講座なども設けている。

２．鑑賞・体験機会の充実に向けた取組について ⽂化芸術による⼦供育成推進事業 令和５年度予算額 ５，５４５百万円の内数

〇 ⼦供たちに質の⾼い⽂化芸術の鑑賞・体験機会を提供するため、全国の⼩中学校、特別⽀援学校等に、邦楽や能楽、
邦舞、⼈形浄瑠璃などの⼀流団体や実演家を派遣し、公演やワークショップを実施。

〇 令和４年度からは、美術館、博物館、⾳楽ホール、能楽堂等の⽂化施設を会場とし、アーティストやエデュケーター等が
協⼒することにより、⼦どもたちがより効果的な鑑賞・体験できる活動を実施。
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STEAM教育について

○ AIやIoTなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化し，多様な課題が⽣じている今⽇においては，これ
までの⽂系・理系といった枠にとらわれず，各教科等の学びを基盤としつつ，様々な情報を活⽤しながらそれを
統合し，課題の発⾒・解決や社会的な価値の創造に結びつけていく資質・能⼒の育成が求められている 。

○ 教育再⽣実⾏会議第11次提⾔において，幅広い分野で新しい価値を提供できる⼈材を養成することができる
よう，新学習指導要領において充実されたプログラミングやデータサイエンスに関する教育，統計教育に加え，
STEAM教育の推進が提⾔された。⾼等学校改⾰を取り上げた本提⾔において，STEAM教育は「各教科での学習
を実社会での問題発⾒・解決にいかしていくための教科横断的な教育」とされている。

○ STEAM教育については，国際的に⾒ても，各国で定義が様々であり，STEM（Science, Technology, 
Engineering, Mathematics）に加わったAの範囲をデザインや感性などと狭く捉えるものや，芸術，⽂化，
⽣活，経済，法律，政治，倫理等を含めた広い範囲で定義するものもある。
STEAM教育の⽬的には，⼈材育成の側⾯と，STEAMを構成する各分野が複雑に関係する現代社会に⽣きる
市⺠の育成の側⾯がある。各教科等の知識・技能等を活⽤することを通じた問題解決を⾏うものであること
から，課題の選択や進め⽅によっては⽣徒の強⼒な学ぶ動機付けにもなる。⼀⽅で，STEAM教育を推進する
上では，多様な⽣徒の実態を踏まえる必要がある。科学技術分野に特化した⼈材育成の側⾯のみに着⽬して
STEAM教育を推進すると，例えば，学習に困難を抱える⽣徒が在籍する学校においては実施することが難し
い場合も考えられ，学校間の格差を拡⼤する可能性が懸念される。教科等横断的な学習を充実することは学
習意欲に課題のある⽣徒たちにこそ⾮常に重要であり，⽣徒の能⼒や関⼼に応じたSTEAM教育を推進する必
要がある。
このためSTEAMの各分野が複雑に関係する現代社会に⽣きる市⺠として必要となる資質・能⼒の育成を志

向するSTEAM教育の側⾯に着⽬し，STEAMのAの範囲を芸術，⽂化のみならず，⽣活，経済，法律，政治，倫
理等を含めた広い範囲（Liberal Arts） で定義し，推進することが重要である。

「令和の⽇本型学校教育」の構築を⽬指して〜全ての⼦供たちの可能性を引き出す，個別最適な学
びと，協働的な学びの実現〜（答申）（令和3年1⽉26⽇中央教育審議会）（抜粋）
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STEAM教育について

○ 新学習指導要領においては，学習の基盤となる資質・能⼒や，現代的な諸課題に対応して求めら
れる資質・能⼒を育成するため，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図ることとされている。

STEAM 教育の特性を⽣かし，実社会につながる課題の解決等を通じた問題発⾒・解決能⼒の育成
や，レポートや論⽂，プレゼンテーション等の形式で課題を分析し，論理⽴てて主張をまとめること等
を通じた⾔語能⼒の育成，情報⼿段の基本的な操作の習得，プログラミング的思考，情報モラル等に
関する資質・能⼒等も含む情報活⽤能⼒の育成等の学習の基盤となる資質・能⼒の育成，芸術的な
感性も⽣かし⼼豊かな⽣活や社会的な価値を創り出す創造性などの現代的な諸課題に対応して求
められる資質・能⼒の育成について，⽂理の枠を超えて教科等横断的な視点に⽴って進めることが
重要であり，その実現のためにはカリキュラム・マネジメントを充実する必要がある。

○ STEAM教育は，「社会に開かれた教育課程」の理念の下，産業界等と連携し，各教科等での学習
を実社会での問題発⾒・解決に⽣かしていく⾼度な内容となるものであることから，⾼等学校におけ
る教科等横断的な学習の中で重点的に取り組むべきものであるが，その⼟台として，幼児期からの
ものづくり体験や科学的な体験の充実，⼩学校，中学校での各教科等や総合的な学習の時間にお
ける教科等横断的な学習や探究的な学習，プログラミング教育などの充実に努めることも重要であ
る。さらに，⼩学校，中学校においても，児童⽣徒の学習の状況によっては教科等横断的な学習の
中でSTEAM教育に取り組むことも考えられる。その際，発達の段階に応じて，児童⽣徒の興味・関
⼼等を⽣かし，教師が⼀⼈⼀⼈に応じた学習活動を課すことで，児童⽣徒⾃⾝が主体的に学習テー
マや探究⽅法等を設定することが重要である
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 日本の国や国民について誇りに思うこととして、文化芸術に関することとしては、「すぐれた文化や芸術」（48.9％）、 「長い歴史と伝
統」（45.5％）との回答が上位。

 国民の53.4%が「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」とし
ている。

 「現在の社会全体への満足度」に「満足している」「やや満足している」と回答する者の割合は令和３年度は58.9％となった。

国⺠の意識

出典：内閣府「社会意識に関する世論調査（令和３年１２月調査）」

60.2

54.4

48.9

45.5

37.2

34.9

30.3

15.3

14.9

14.4

9.3

6.4

1.2

2.8

0.8

治安のよさ

美しい⾃然

すぐれた⽂化や芸術

⻑い歴史と伝統

国⺠の勤勉さ、才能

国⺠の⼈情味や義理がたさ

⾃由で平和な社会

社会の安定

⾼い科学技術の⽔準

⾼い教育⽔準

国⺠としてのまとまり

経済的繁栄

その他

特にない

無回答

日本の誇り
％

⼼の豊かさ, 53.4%
まだ物質的な豊かさ, 45.1%

無回答, 
1.5%

人々の求める豊かさ

心の豊かさ：「物質的にある程度豊かになった
ので、これからは心の豊かさやゆとりのある生
活をすることに重きをおきたい」11.5％＋「どち
らかといえば物質的にある程度豊かになったの
で、これからは心の豊かさやゆとりのある生活
をすることに重きをおきたい」41.9％

まだ物質的な豊かさ：「どちらかといえばまだま
だ物質的な面で生活を豊かにすることに重きを
おきたい」31.3％＋「まだまだ物質的な面で生
活を豊かにすることに重きをおきたい」13.8％

社会全体の満足度

満⾜している, 
3.8%

ある程度満⾜して
いる, 55.1%

あまり満⾜してい
ない, 32.0%

満⾜していな
い, 8.1%

無回答, 0.9%

満足している：58.9％（「満足している」3.8
％＋「ある程度満足している」55.1％）

満足していない：40.1％（「あまり満足して
いない」32.0％＋「満足していない」8.1％
）

出典：内閣府「社会意識に関する世論調査（令和３年１２月調査）」

出典：内閣府「国民生活に関する世論調査（令和３年９月調査）」
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幸福度※１

 文化芸術の直接鑑賞経験のある人や実践等の鑑賞以外の文化芸術活動を行っている人は、ない人と比べて、幸福度が高く、人生の
意義（ユーダイモニア）を頻繁に感じている。

 地域の文化的環境に満足している人の割合は32.1%。関心がない人の割合が36.8%と最も高い。オンラインを含めた文化的環境に満足
している人の割合は31.2%。関心がない人の割合が38.7%と最も高い。

 地域の文化的環境に満足していると回答した人は人生の意義（ユーダイモニア）を感じる頻度が高く、次いで満足していないと回答し
た人であり、関心がないと回答した人の幸福度や人生の意義が最も低くなっている。

2.04 2.13 2.47 
2.94 
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人生の意義（ユーダイモニア）※２

2.59 2.25
1.84

1
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人生の意義（ユーダイモニア）

地域の文化的環境に満足している 地域の文化的環境に満足していない

関心がない

「人生の意義（ユーダイモニア）」※２と
「地域の文化的環境への満足度」の関係

32.1%
31.0%

36.8%

31.2% 30.1%

38.7%

0%

10%
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40%

50%

満足している 満足していない 関心がない

文化的環境への満足度

地域の文化的環境への満足度

オンラインを含めた文化的環境への満足度

なし あり

直接鑑賞 直接鑑賞以外の文化
芸術活動（実践等）

※１ グラフの左軸は「幸福度」の複数項目の設問に対し、0(とても不幸)～10(とても幸せ)で回答したものの平均値。
※２ 「ユーダイモニア」は人生の意義、あるいは社会的つながりといった意味を含む、長期的で包括的なウェルビーイング項目。グラフの左軸は「人生の意義」の複数項目の設問に対し、１(一度もない)～6(毎

日)で回答したものの平均値。
出所：文化庁委託事業「令和３年度 文化に関する世論調査」（分析協力：京都大学こころの未来研究センター（PL：内田由紀子教授））

なし あり なし あり

直接鑑賞 直接鑑賞以外の文化
芸術活動（実践等）

なし あり

ウェルビーイングと⽂化芸術活動
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 2021年の１年間※に、文化芸術イベントを直接鑑賞したことがあると回答した人の割合は、大人39.7％、子供54.4%、鑑賞以外の文化
芸術活動（実践等）をしたことがあると回答した人の割合は、大人10.0％、子供22.2%と令和元年度に比べて低い状況。

 2021年の１年間に、文化芸術イベントについて「鑑賞したものはない」と回答した人（大人）に、鑑賞しなかった理由を尋ねたところ、
「新型コロナウイルス感染症の影響により、公演や展覧会などが中止になった、又は外出を控えたから」と回答した人の割合が
37.6％と、鑑賞割合の低下は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているものと推察される。

直接鑑賞経験※１ 鑑賞以外の文化芸術活動（創作、出演、
習い事、祭り、体験活動等）経験※１

67.3%

41.8%

39.7%

29.8%

55.2%

60.3%

2.9%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年度

R2年度

R3年度

直接鑑賞しなかった理由（主なもの）
大人

■有 ■無 ■分からない
■有 ■無 ■分からない

※１「直接鑑賞経験」「鑑賞以外の文化芸術活動（創作、出演、習い事、祭り、体験活動等）経験」ともに、令和3年度調査では選択肢から「分からない」を削除。
※２令和1年度～令和2年度は「未就学児～高校生」、令和3年度から「小学生～高校生」に変更。令和1年度～令和2年度については令和3年度に合わせて集計し直したため、それぞれの年の報告書の数
値とは異なる。
出所：文化庁委託事業「文化に関する世論調査」（令和３年度調査の回答者は約20,000人。令和２年度調査までの回答者数は3,000人規模） 調査期間：令和４年１月28日～令和４年２月３日

大人

⽂化芸術活動における鑑賞・実践の状況

「鑑賞したものはない」と回答した人（大人）に対して質問

56.8%

8.9%

23.2%

13.7%

37.6%

28.2% 22.8%
16.3%

0%

20%

40%

60%

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
公
演
や
展
覧
会

な
ど
が
中
止
に
な
っ
た
、
又
は
外

出
を
控
え
た

特
に
な
い
・
分
か
ら
な
い

関
心
が
な
い

近
所
で
講
演
や
展
覧
会
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
な
い

R2年度
R3年度

21.7%

14.2%

10.0%

72.3%

81.6%

90.0%

6.0%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年度

R2年度

R3年度

35.0%

28.9%

22.2%

48.2%

61.9%

77.8%

16.8%

9.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年度

R2年度

R3年度

■有 ■無 ■分からない

子供※２

75.7%

55.5%

54.4%

15.0%

40.4%

45.6%

9.3%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年度

R2年度

R3年度

■有 ■無 ■分からない

子供※２
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〇⽂化芸術体験と⼦供の⾃律性、積極性との関係

（出典）令和３年３⽉ ⻘少年の体験活動等に関する意識調査（令和元年度調査）報告書 独⽴⾏政法⼈ 国⽴⻘少年教育振興機構

※⽂化芸術体験は１年間の学校外での頻度
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図3-3-17 映画館などで文化芸術を直接観たり聞い
たりしたことと自立性の関係
（小4～小6、中2、高2)

図3-3-18 映画館などで文化芸術を直接観たり聞い
たりしたことと積極性の関係
（小4～小6、中2、高2)
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図 3-3-30 映画館などで文化芸術を直接観たり聴いたりしたことと自

己肯定感の関係 

（ 小 4～小 6、中 2、高 2） 
 

高い やや高い ふつう やや低い 低い 

 

何度もある 

 

 

 

少しある 

 

 

 

ほとんどない 

3.2 
 
 

3.2 
 
 

4.1 

 
0 20 40 60 80 100 % 

 

図 3-3-31 文化芸術に関わる作品を作ったり演じたりしたことと

自己肯定感の関係 

（ 小 4～小 6、中 2、高 2） 

自己肯定感 

19.6 36.3  25.0  15.7 

16.1 36.9  27.8  16.2 

14.1 31.9  27.7  21.1 

22.1 33.0  26.1  15.7 

17.3 37.5  25.2  16.8 

15.5 34.8  27.5  18.1 
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（出典）令和３年３⽉ ⻘少年の体験活動等に関する意識調査（令和元年度調査）報告書 独⽴⾏政法⼈ 国⽴⻘少年教育振興機構

※⽂化芸術体験は１年間の学校外での頻度

〇⽂化芸術体験と⼦供の道徳観・正義感、⾃⼰肯定感との関係
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32.3%

0.9%

20.6%

21.8%

22.2%

20.2%

22.7%

22.3%

24.3%

25.7%

34.8%

25.8%

0.9%

23.5%

27.0%

26.2%

27.0%

27.1%

29.1%

30.6%

28.6%

35.4%

30.1%

0.7%

23.7%

24.5%

25.0%

25.5%

26.3%

28.3%

29.1%

29.4%

38.8%

令和２年度調査 令和元年度調査 平成30年度調査

（複数回答）

学校における公演や展⽰などの鑑賞体験を充実させる
学校における⾳楽、ダンス、伝統芸能、美術などの創作・実
演体験を充実させる
歴史的な建物や遺跡などについて学習する機会を充実させる

ホール・劇場や美術館・博物館など地域の⽂化施設における、
⼦ども向けの鑑賞機会や学習機会を充実させる
地域の祭りなど、地域に密着した伝統的な⽂化体験の機会を
より多く提供する
学校と地域の⽂化芸術施設や機関との連携を強化し、校内外
で⼀体化した⽂化芸術教育を実現する
⾳楽祭や演劇祭など、地域で⽂化的⾏事を開催し、⽂化芸術
に親しむきっかけを提供する
郷⼟料理や年中⾏事の料理などの⾷⽂化の体験の機会を充実
させる
学校における華道・茶道・書道などの⽣活⽂化の体験機会を
充実させる

その他

特にない・分からない

⽂化に関する世論調査結果

（出典）⽂化に関する世論調査報告書（令和３年２⽉⽂化庁）

⼦どもの⽂化芸術体験について、何が重要だと思いますか。
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主な検討事項（案）
１．これからの社会で求められる⽂化芸術教育の在り⽅

２．本物の⽂化芸術体験とICTの活⽤による効果的な学びの在り⽅

〇児童⽣徒が主体的に課題を⾃ら発⾒し、多様な⼈と協働しながら課題を解決するSTEAM教育との関係において、
芸術教科における学びはどのように位置づけられるか。

〇グローバル化が急速に進展する中で、学校における伝統的な⽇本の⽂化や地域の⽂化に関する教育はどうあるべき
か。

〇学校教育における現代的な、映画・マンガ・アニメーション・ゲームといった、⽇本のメディア芸術の取扱いについてどう
あるべきか。

〇学校等において、⾳楽、演劇、舞踊、伝統芸能等を実際に鑑賞・体験することは、どのような教育的意義があり、⼦
供たちにどのような教育的効果を与えているか。

〇ICT端末の活⽤を含め、⽂化芸術体験の教育的効果を⾼めるための指導上の⼯夫としてはどのようなことが考えら
れるか。

３．教員の指導⼒向上と外部⼈材の活⽤
〇⽂化芸術教育の充実に当たり、芸術教科担当教員に求められる指導⼒とはどのようなものか。また指導⼒向上の

ための研修等はどうあるべきか。

〇学校外の指導者としてどのような⼈材が考えられるか。また、学校と地域の芸術家、博物館・美術館等との継続的
な連携をどう図るべきか。
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こ れ か ら の 社 会 を 生 き る 

子どもたちに求められる資質能力 

の 育 成 と 芸 術 教 育 の 意 義

京都市教育委員会　京都市総合教育センター　指導室長
東良　雅人
ひがしら  まさひと

京 都 市 立 芸 術 大 学 　 客 員 教 授

文 化 芸 術 教 育 の 充 実 ・ 改 善 に 向 け た 検 討 会 議  （ 第 １ 回 ）

資料３



中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回））


議 事 次 第 


１．日　　時　令和元年６月１０日（月）１０：００～１２：３０


２．場　　所　東海大学校会館「望星の間」


３．議　　題　


　


　　　（１）教育課程部会長の選任等について　　　　


　　　（２）教育課程部会運営規則について


　　　（３）新学習指導要領の円滑な実施に関する取組について


　　　（４）理科教育設備基準及び教材整備指針の改訂について


　　　（５）報告事項について


　　　（６）Society5.0時代を見据えた芸術教育の在り方について


　　　（７）その他



中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回）令和元年６月１０日）配付資料12



これからの社会を生きる全ての子供たちに求めら

れる資質・能力の育成における芸術教育の意義

人格の完成を目指す豊かな感性や創造性の涵養と
Society5.0時代に向けた社会の創造

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回））配付資料12より



　児童生徒一人一人の表現及び鑑賞の学習活動のプ
ロセスを一層重視し、芸術系教科等の見方・考え方
を働かせ、三つの柱（「知識及び技能」「思考力、
判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性
等」)で整理された資質・能力の育成とともに、

豊かな感性や、新しい意味や価値をつくりだす創造性
を育む学びを展開する。

豊かな感性や創造性を育み、実社会での
課題解決につながる資質・能力の育成

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回））配付資料より



中央教育審議会　幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）（補足資料）

育成を目指す資質・能力の三つの柱



１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 計

音楽 68 70 60 60 50 50 358

図画工作 68 70 60 60 50 50 358

小学校

中学校

１学年 ２学年 ３学年 計

音楽 45 35 35 115

美術 45 35 35 115

高等

学校

Ⅰを付す科目 Ⅱを附す科目 Ⅲを附す科目

音楽※ 2 2 2

美術※ 2 2 2

工芸※ 2 2 2

書道※ 2 2 2

○

○

○

○

※ 数字は単位数、○印は必履修科目



　表現及び鑑賞の活動を通して、育成すべき資質・
能力と学習内容との関係を明確にするとともに、

芸術系教科等の見方・考え方を働かせ、生活や

社会の中の芸術や芸術文化等と豊かに関わる資質・
能力の育成を目指すことを一層重視。

芸術系教科等を学ぶ意味の明確化

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回））配付資料より

＜小・図画工作＞

形や色などと豊かに関わる資質・能力の育成

＜中・音楽＞

音や音楽，音楽文化と豊かに関わる資質・能力の育成

＜高・芸術・美術＞

多様な美術や美術文化と深く関わる資質・能力の育成

＜高・芸術・書道＞　　　　　　

多様な文字や書，書の伝統と文化と深く関わる資質・能力の育成

生
活
や
社
会
の
中
の

※小・音楽、中・美術、高・芸術・音楽、工芸においても同様に、教科、科目の目標の柱書に明示

※Ⅲを附す科目

※Ⅲを附す科目



国語科

言葉による見方･考え方


社会科

社会的な見方・考え方


数学科

数学的な見方・考え方


理　科

理科の見方・考え方


音楽科

音楽的な見方・考え方


美術科

造形的な見方・考え方

保健体育科

体育や保健の見方・考え方

・体育の見方・考え方

・保健の見方・考え方


技術・家庭科

生活の営みに係る見方・考え方や

技術の見方・考え方

・技術の見方・考え方

・生活の営みに係る見方・考え方


外国語

外国語によるコミュニケーションに

おける見方・考え方


総合的な学習の時間

探究的な見方・考え方


特別活動

集団や社会の形成者としての

見方・考え方

中学校各教科等において示されている「見方・考え方」



造形的な見方・考え方

小学校図画工作科

感性や想像力を働かせ、対象や事象を、形や色などの
造形的な視点で捉え、自分のイメージをもちながら

意味や価値をつくりだすこと

中学校美術科

感性や想像力を働かせ、対象や事象を造形的な視点で
捉え、自分としての意味や価値をつくりだすこと

高等学校芸術科(美術，工芸）

感性や想像力、美意識を働かせ、対象や事象を造形的な
視点で捉え、自分としての意味や価値をつくりだすこと



中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回））


兵庫教育大学　名誉教授　福本謹一　机上配付資料



中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回））


茨城大学　名誉教授　田中健次　机上配付資料



中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（第10期第1回（第110回））


茨城大学　名誉教授　田中健次　机上配付資料



中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会第120回（2020年9月24日(火)）資料３「STEAM教育への取り組み」東京大学大学院情報学環・生産技術研究所教授大島まり

STEMにArtsが加わることで多面的な見方が促され、新しい解決策を生み出せるとされる



STEAM教育の目的

市民の育成
-STEAMの各分野が複雑に関係する現代社会を生きる-

各
教
科
の
学
習
を
実
社
会
で


問
題
発
見
・
解
決
に
生
か
し
て


い
く
た
め
の
教
科
横
断
的
な
教
育

※

※
教
育
再
生
実
行
会
議
第
十
一
次
提
言
よ
り

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）令和３年１月26日 中央教育審議会　P56

人材育成
-幅広い分野で新しい価値を提供できる-



京都市立美術工芸高等学校　グランドビジョンより



京都市立美術工芸高等学校　グランドビジョンより



※ David A. Sousa and Thomas J. Pilecki, T. (2013年4月23日). From STEM to STEAM: Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Corwin.

　  日本語版「AI時代を生きる子供のためのSTEAM教育」（胸組虎胤訳　幻冬舎 2017

“STEMは収束思考に陥りがちだが、それにArts
（芸術などのリベラルアーツ）を加えると拡散  
思考が加わり創造的な発想が生まれる”

高等学校化学教師の経験を持つ脳科学のスーザ（D. A. Sousa）と
芸術教師であるピレッキ（T. J. Pilecki）の共著の中で ※



知識を習得したり、
活用したりする

主題を基にして

構想を練る

　　　　主題を生み出す

(表したいことを見付ける）

創造的に表す技能
を身に付けたり、
働かせたりする

見方や感じ方を深める

思考力、
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知識を習得したり、
活用したりする

主題を基にして

構想を練る

　　　　主題を生み出す

(表したいことを見付ける）

創造的に表す技能
を身に付けたり、
働かせたりする

見方や感じ方を深める

思考力、

判断力、

表現力等

知識及び技能


(技能)

思考力、

判断力、

表現力等

知識及び技能


(知識)

学びに向かう
力、人間性等活動の過程に


教科の本質と

学 び が あ る



※ David A. Sousa and Thomas J. Pilecki, T. (2013年4月23日). From STEM to STEAM: Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Corwin.

　  日本語版「AI時代を生きる子供のためのSTEAM教育」（胸組虎胤訳　幻冬舎 2017

“STEMは収束思考に陥りがちだが、それにArts
（芸術などのリベラルアーツ）を加えると拡散  
思考が加わり創造的な発想が生まれる”

高等学校化学教師の経験を持つ脳科学のスーザ（D. A. Sousa）と
芸術教師であるピレッキ（T. J. Pilecki）の共著の中で ※

コンテンツ

ベース

コンピテンシー

ベース

作品 学び

結果 過程



連携・協働
実社会での問題発見・解決に生かす視点から

社 会的な課題や最新の取組などを学ぶ

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）令和３年１月26日 中央教育審議会　P57
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幼児期からのものづくり体験や

科学的な体験の充実

小学校、中学校での各教科等や総合的な学習の時間

における教科横断的な学習や探究的な学習の充実

小学校、中学校での

プログラミング学習の充実

高
等
学
校
　
　
　
　
　
中
学
校
　
　
小
学
校
　
　
幼
稚
園
等

児童生徒の状況に応じた

STEAM教育の取組

広い視野に立った

これからの芸術系

教育の役割と在り方



「Ｂ鑑賞」

実物と直接向かい合い，
作品のもつよさや美し
さについて実感を伴い
ながら鑑賞する

コンピュータなどの画像や
映像などを使ったり，ネッ
トワークを活⽤したりして，
効果的に鑑賞指導を進める

ICTの活⽤ 「Ｂ鑑賞」

、

、
、

個別最適な学びや、協
働的な学びの⼀体的な
充実に向けて、学習⽀
援ソフトウエアや、ク
ラウドなどを活⽤する

⽣徒⼀⼈⼀⼈の美術や⼯芸の
表現の可能性を広げるために，
コンピュータ等の特質を⽣か
した活⽤を積極的に⾏う

「Ａ表現」

ICTの活⽤ 「Ａ表現」

、

ICTを活⽤する
学習活動

実物を⾒たり，実際に
対象に触れたりするな
どして感覚で直接感じ
取らせる学習活動

ICTの活⽤

、

広い視野に立った

これからの芸術系

教育の役割と在り方



こ れ か ら の 社 会 を 生 き る 

子どもたちに求められる資質能力 

の 育 成 と 芸 術 教 育 の 意 義

京都市教育委員会　京都市総合教育センター　指導室長
東良　雅人
ひがしら  まさひと

京 都 市 立 芸 術 大 学 　 客 員 教 授

文 化 芸 術 教 育 の 充 実 ・ 改 善 に 向 け た 検 討 会 議  （ 第 １ 回 ）



文化芸術教育の充実・改善に向けた
検討会議

令和５年７月２８日（金）
佐藤 太一

「今、音楽教育に求められるもの」

資料４



学校から「音楽科」がなくなったら
○ 例えば、入学式や卒業式などの儀式的な行事から
音楽がなくなる。

○ 音楽集会・音楽祭（合唱祭）などの
音楽と関連性の深い行事の実施が困難になる。

◎ 「学校の活動から、音楽が全て消えて大変」
これだけが結論とならないような生徒の学びを目指す。

◎児童生徒は「音楽科」をどのように捉えているか



○ 目に見えないものを学習する機会がなくなる。
○ 存在感や所属感を感じる機会がなくなる。
○ 友達と協力して、一つのものを作る機会がなくなる。
○ 自分や集団の心を豊かにする教科がなくなる
○ 人間がAIに勝てるものがなくなる。

※学校現場で、全職員・全児童生徒が学校教育における「音楽科」の
存在意義や重要性についてどれくらい認識しているかが重要である。

◎児童生徒は「音楽科」をどのように捉えているか
学校から「音楽科」がなくなったら



中学校音楽科の実践から
１．学校の音楽科で目指すもの

２．自分なりの価値を見いだす生徒

３．協働し創造する生徒

４．カリキュラム・マネジメントの充実

５．生徒にとっての音楽科の意味



１．学校の音楽科で目指すもの

・創造的な思考力，判断力，表現力等
を育てる。

・形のないもの（音や音楽）に向き合
い，自分なりに考え，価値を見いだ
す。

・一人一人の感性や豊かな情操を培う。

【学校教育目標(例)】
正しい判断力と
たくましい実践力
をもった
自主的人間の形成

学校教育目標を
実現するために
音楽科の担う役割

～芸術系教科等に求められているもの（ H28答申＜抄＞より ）～

・豊かな感性や想像力等を育むことは、あらゆる創造の源泉となるもの
・日本人として大切にしてきた文化を積極的に享受し、我が国の伝統や文化を語り

継承していけるようにすること
・文化や考え方の多様性を理解し、多様な人々と協働していくことができるように

すること
など



２．自分なりの価値を見いだす生徒

１ 雅楽「越天楽」を鑑賞し、雅楽の音楽の特徴を理解する

２ 「越天楽」の音楽の特徴である、各楽器の音の重なり方や拍
を知覚・感受し、代用楽器で演奏する

３ 自分たちの器楽合奏の演奏と雅楽の演奏の違いを比較して聴
き、音楽の特徴とその曲想を十分に感じ取り、鑑賞する。

【第１学年】
器楽・鑑賞「雅楽の特徴を感じ取って表現し、よさや魅力を味わおう」の実践より



２．自分なりの価値を見いだす生徒

【第１学年】
器楽・鑑賞「雅楽の特徴を感じ取って表現し、よさや魅力を味わおう」の実践より

何か変だな。これってズレてる？

きちんと拍を合わせて演奏しよう！

もの足りない… つまらない…
合わせ方の問題かなぁ…

拍を機械的に刻むという意識がないから
こそ、自然を感じる美しさがある

感性

知性

感性

知性

自分なりの
価値を見いだす



雅楽における西洋音楽と異なる「ずれ」をどう捉える？

２．自分なりの価値を見いだす生徒



「雅楽 越天楽」 に対する、最初と最後の思考の変容

２．自分なりの価値を見いだす生徒



１ ジャズ音楽を鑑賞し、ジャズの種類や音楽の特徴を理解する

２ ジャズ音楽に用いられている音階（ドリアンモード）と、音
楽の構成上の特徴の一つであるコール＆レスポンスを知覚・感
受し、旋律を創作する

３ ６〜７人のグループごとに、決まった旋律に続けて、自由に、
即興的に旋律をつなげていくビバップ形式でテーマとソロの旋
律を創作し、グループごとに発表した後、最後に再度ジャズ音
楽を鑑賞する

【第２学年】
創作・鑑賞 「アド・リブにチャレンジし、ジャズ音楽の魅力を味わおう」の実践より

３．協働し創造する生徒



今のＡ君のフレーズかっこいい！

僕は、さらに考えて、こんな旋律にしてみたよ。

ソロの旋律をつなげて演奏してみよう。

二人の旋律をつなげてみると、一人一人の旋
律の印象が変わるね。

Ｂさんの旋律を間に入れてみるとどうなるかな？

それぞれのソロの演奏の特徴を確認して、どのよ
うな演奏順でつなげていけばいいか考えていこう。

互いにアイディアを出し合い、
広がったりまとまったりしながら、
新たな音楽を創造していく生徒

いろいろと面白いね。もう一度自分の旋律も見直
してみよう。

３．協働し創造する生徒



なぜ、人は音楽をつくると思いますか？

３．協働し創造する生徒



４．カリキュラム・マネジメントの充実
（他教科の学びとつなげる生徒）

国語科（古典）
社会科（歴史）

平安時代の人々の生活の様子（平安時代の学習，
源氏物語や枕草子）を，雅楽の学習をすること
で、歴史を実感を伴ってより深く理解できた。

社会科
（歴史）

「勧進帳」の初演から「花」の初演まで60年
間しか経っていない事実に驚愕。開国によって
西洋文化が流入する激動の時代を実感した。

理科
（光と音）

音色の違いは，音の振動や波形の違いによるも
のだということを踏まえて，音が出る仕組みに
着目することで，ギターの音色を追究できた。

保健体育
（ダンス）

体の動きと音楽との密接な関係性や全体の構成
を工夫して表現することの重要性について深く
考えることができた。

鑑賞

歌唱
鑑賞

器楽

鑑賞



創造的な思考力，
判断力，表現力等

価値の創造

感性や豊かな情操

５．生徒にとっての音楽科の意味
卒業時の生徒の意識調査より

中学校３年間「音楽」を学習して
何を一番学びましたか？

生活の中での
音や音楽の働き

協働の喜び

価値判断

試行錯誤の
楽しさ面白さ

時空を超える感覚

存在感や所属感



創造的な思考力，
判断力，表現力等

価値の創造

感性や豊かな情操

あなたにとって「音楽」とは何ですか？

仲間と共に生きる
素晴らしさの実感

自分を表現
できるもの 一瞬一瞬で勝負

する時間芸術
感情や思考に影
響を与えるもの

心の充実 肌で感じる歴史

５．生徒にとっての音楽科の意味
卒業時の生徒の意識調査より



文化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議設置要綱 

令和５年６月２２日 

文化庁長官決 定  

１．趣旨 

「文化芸術推進基本計画（第２期）」（令和５年３月２４日閣議決定）において、

「現行の芸術教育に関する実態把握を踏まえ、文化芸術教育の充実・改善方策に

ついて検討する。」とされていることなどを踏まえ、学校教育における全ての子

供たちへの文化芸術教育の充実を図るため、伝統文化やメディアアートなど現

代日本文化も含め現行の文化芸術教育の実態を把握しつつ、今後の文化芸術教

育の充実・改善に向けた施策の方向性等について検討を行う有識者会議を設置

する。 

２．検討事項 

（１）これからの社会で求められる文化芸術教育の在り方

（２）本物の文化芸術体験と ICTの活用による効果的な学びの在り方

（３）教員の資質・能力向上と外部人材の活用

（４）その他必要な事項

３．開催方法 

（１）別紙の委員の協力を得て、「２．検討事項」に掲げる事項について検討を

行う。 

（２）本会議には、座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

（３）必要に応じて、別紙以外の関係者にも協力を求めることができる。

４．設置期間 

令和５年６月２２日から令和６年３月３１日までとする。 

５．その他 

（１）本会議の庶務は、文化庁参事官（芸術文化担当）付において処理する。

（２）本要綱に定めるもののほか、本会議の運営に際し必要な事項がある場合に

は別に定める。 
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